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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブレーキテストスタンドであって、
　少なくとも１つのトルク伝達装置（２）を介して負荷発生器（３）に連結された少なく
とも１つの駆動モータ（１）と、
　少なくとも１つのテスト対象のブレーキ（４）とを備え、
　前記駆動モータ（１）は、前記テスト対象のブレーキ（４）により変換されるエネルギ
、または、前記ブレーキ（４）により与えられるトルクを利用可能とし、少なくとも前記
ブレーキ（４）のテストよりも前に、前記負荷発生器（３）は、前記駆動モータ（１）に
より供給されたエネルギ、または、前記駆動モータにより与えられたトルクを受け、
　前記ブレーキテストスタンドは、前記負荷発生器（３）、前記駆動モータ（１）、およ
びテスト対象のブレーキ（４）を駆動するための出力を有するコントローラ（５）を有し
、
　前記ブレーキ（４）をテストするために必要な前記エネルギ、または、前記ブレーキ（
４）をテストするために必要なトルクが駆動モータ（１）により与えられ、少なくとも前
記ブレーキ（４）のテストよりも前に、負荷発生器（３）がスイッチオンされ、前記駆動
モータ（１）の駆動トルクと前記負荷発生器（３）の負荷トルクとの間のトルクバランス
により、前記必要なエネルギまたは前記必要なトルクが作られ、または与えられ、前記ブ
レーキ（４）のテストの際に、前記負荷発生器（３）により発生した前記負荷トルクが連
続的に減少されるか、または前記負荷発生器（３）がスイッチオフされるようなブレーキ
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テストが実施されるように前記コントローラ（５）がプログラムされる、ブレーキテスト
スタンド。
【請求項２】
　前記コントローラ（５）は、
　少なくとも１つのトルクセンサ（６，７）の信号に関する少なくとも１つの入力を含み
、
　前記ブレーキテストスタンドは回転速度センサ（１９）を備え、前記回転速度センサ（
１９）が、前記テスト対象のブレーキ（４）に、または、前記駆動モータ（１）と前記テ
スト対象のブレーキ（４）との間でトルクを伝達する前記トルク伝達装置（２）に搭載さ
れ、前記コントローラ（５）は運転シミュレーションメモリ（１０）を有し、前記コント
ローラ（５）は、前記運転シミュレーションメモリ（１０）からの運転データに基づき、
前記負荷発生器（３）の負荷トルクまたは消費電力、および、前記駆動モータ（１）の回
転速度を調節し、前記運転シミュレーションメモリ（１０）は、データをインポートおよ
びエクスポートするためのデータインターフェイス（１８）を有することを特徴とする、
請求項１に記載のブレーキテストスタンド。
【請求項３】
　前記駆動モータ（１）は、少なくとも１つの直流電気モータ、少なくとも１つの交流電
気モータ、少なくとも１つの内燃機関、少なくとも１つの油圧モータ、または少なくとも
１つの空気圧モータにより形成され、前記駆動モータ（１）は、複数の部分的駆動モータ
から形成され、前記部分的駆動モータのトルクは、合計で前記テスト対象のブレーキ（４
）に作用することを特徴とする、請求項１または２のいずれか１項に記載のブレーキテス
トスタンド。
【請求項４】
　前記負荷発生器（３）は、少なくとも１つの渦電流ブレーキまたは少なくとも１つの発
電機で構成され、前記負荷発生器（３）は複数の部分的負荷発生器から形成され、前記部
分的負荷発生器の負荷トルクは合計で前記駆動モータ（１）に作用することを特徴とする
、請求項１～３のいずれか１項に記載のブレーキテストスタンド。
【請求項５】
　前記テストスタンドは、前記テストの際に前記テスト対象のブレーキ（４）が収容され
る気候室（８）をさらに備え、前記気候室（８）は、前記テスト対象のブレーキ（４）に
噴霧する噴霧器ヘッド（９）を有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に
記載のブレーキテストスタンド。
【請求項６】
　少なくとも１つのブレーキ（４）をテストするための方法であって、
　前記ブレーキ（４）をテストするために必要な前記エネルギ、または、前記ブレーキ（
４）をテストするために必要なトルクが駆動モータ（１）により与えられ、少なくとも前
記ブレーキ（４）のテストよりも前に、負荷発生器（３）がスイッチオンされ、前記駆動
モータ（１）の駆動トルクと前記負荷発生器（３）の負荷トルクとの間のトルクバランス
により、前記必要なエネルギまたは前記必要なトルクが作られ、または与えられ、前記ブ
レーキ（４）のテストの際に、前記負荷発生器（３）により発生した前記負荷トルクが連
続的に減少されるか、または前記負荷発生器（３）がスイッチオフされる、方法。
【請求項７】
　前記ブレーキ（４）テストよりも前に、前記負荷発生器（３）の負荷トルクは、経時的
に前記コントローラ（５）により増加され、前記テストの際に、前記駆動モータ（１）に
より供給されたエネルギは前記ブレーキ（４）において変換される、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記ブレーキ（４）のテストの際に、前記駆動モータ（１）の回転速度および前記負荷
発生器（３）の負荷トルクは、前記ブレーキ（４）におけるエネルギの変換に応じて前記
コントローラ（５）により制御され、前記ブレーキ（４）のテストまで、前記駆動モータ
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（１）の回転速度は、前記駆動モータ（１）のすべての実効トルクで一定となるように前
記コントローラ（５）により制御され、前記負荷発生器（３）および前記ブレーキ（４）
は平衡に保たれることを特徴とする、請求項６または７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ブレーキ（４）のテストの際に、前記テスト対象のブレーキ（４）の評価を可能に
する制動性能に関するデータが、前記コントローラ（５）により処理され、運転シミュレ
ーションメモリ（１０）により記録され、前記運転シミュレーションメモリ内には少なく
とも１つの経路プロファイル情報が格納され、前記コントローラは、前記経路プロファイ
ル情報に基づいて、前記テストの開始後のテスト段階において前記ブレーキに作用すべき
トルクおよび回転速度の時間的推移を決定し、これらのパラメータは前記駆動モータに送
信されることを特徴とする、請求項６～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項６～９に記載の方法を実施するための、請求項１～５に記載のテストスタンドの
使用。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改良されたブレーキテストスタンドに関する。さらに、本発明は、ブレーキ
をテストするための最適化された方法に関する。自動車の分野において、市場により要求
される開発時間はますます短くなっている。同時に、車両の組立ての複雑さは着実に増し
ている。したがって、ブレーキ技術の分野ではテストスタンドが長年使用されてきた。テ
ストスタンドを用いることにより、完成車両が存在する前に、新しい開発品がテストされ
て改良され得る。車両におけるブレーキの将来的な挙動に関して安全な予測を行なうため
に、これらのテストスタンドは、可能な限り最も実際に即した条件をテスト対象のブレー
キに提供する役割を有する。
【背景技術】
【０００２】
　テストスタンド上の制動動作のシミュレーションにおける極めて重要な側面は、車両の
運動エネルギである。このエネルギは、実際には、運転速度だけでなく、車両重量、およ
び、コーナリングまたは上り坂もしくは下り坂の走行などの運転状況に依存する。
【０００３】
　フライホイールマスを回転させることにより、シミュレーションする車両の運動エネル
ギを供給するブレーキテストスタンドが公知である。運動エネルギは、回転するフライホ
イールマスの慣性モーメントに依存する。このようなテストスタンドの欠点は、回転する
機械式フライホイールマスを変化させることによってしか、異なる運動エネルギをシミュ
レーションすることができないということである。これは機械的変更を必要とするため、
テスト走行中は不可能である。フライホイールマスを変更しない場合、回転速度を変化さ
せることによってしか、運動エネルギの変更を達成することはできない。これはほとんど
の場合、テストの背後にある原理と矛盾する。たとえば、運転をシミュレーションする際
、公知のブレーキテストスタンドでは、水平走行と下り走行（勾配による追加の運動エネ
ルギ）との間の制動性能の違いを回転速度の増加によって実現しなければならないであろ
う。しかし実際には、この回転速度の増加はブレーキにおいて行なわれず、その結果、シ
ミュレーションテストは意味のある結果をもたらさないであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　したがって、本発明の目的は、シミュレーション制動テストと実際のものとの一致を向
上させ、ひいてはテストの際に得られる結果をより意味のあるものにすることである。
【０００５】
　この目的は、少なくとも１つのブレーキをテストするための方法により達成される。こ
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の方法において、ブレーキをテストするために必要なエネルギ、またはブレーキをテスト
するために必要なトルクが、駆動モータにより与えられる。少なくともブレーキのテスト
よりも前に、負荷発生器がスイッチオンされ、必要なエネルギまたは必要なトルクが、駆
動モータの駆動トルクと負荷発生器の負荷トルクとの間のトルクバランスにより作られ、
または与えられる。
【０００６】
　ブレーキは、実際には前から存在していた車両の運動エネルギを、制動動作の際に熱に
変換する。したがって、制動動作のシミュレーションにおいて、この運動エネルギは、制
動動作の開始時にシステム内に存在しなければならない。本発明によれば、運動エネルギ
は駆動モータにより供給される。追加的なエネルギ貯蔵としての機械式フライホイールマ
スは設けられない。本提案の処理の開始時、テスト対象のブレーキは、駆動モータによっ
て所望の回転速度になる。このとき、開放ブレーキの抵抗のモーメントに抗する分だけ駆
動モータが動作する。これは、ブレーキが作動するときの制動トルクと比較して非常に低
いものである。移動質量が低いため、システム内に貯蔵された機械的エネルギも低い。ブ
レーキがこの段階で作動していたならば、駆動モータはすぐに停止したであろう。なぜな
ら、制動の際に、存在する低い運動エネルギが急速に熱に変換されるであろうからである
。ブレーキが突然かけられると、駆動モータの駆動トルクの再調整がすぐに物理的限界に
達する。非常に低い空転駆動トルクであれば、必要な制動トルクに向かって急激に上方に
調整されなければならないであろう。言い換えれば、システムにおける運動エネルギは、
テストスタンドの空転力から、シミュレーションする車両の所望の運動エネルギまで、急
激に増加されなければならないであろう。現在公知の駆動コンセプト（電気モータ、エン
ジン、油圧モータ…）では、このような急激な増加を提供できない。したがって、駆動ト
ルクの再調整によって必要な運動エネルギが再び利用可能になるまで、システムの回転速
度が降下する結果となるであろう。したがって、機械式フライホイールマスを使用せずに
、より大きな運動エネルギを供給または貯蔵するために、制動よりも前に負荷発生器がス
イッチオンされる。この負荷発生器は、駆動モータの駆動トルクを打消す方向に働く調整
可能な負荷トルクを発生させる。負荷発生器のこの負荷トルクは、最初は連続的に増加さ
れる。駆動モータの制御により、この増加される負荷トルクは、同様に増加される駆動ト
ルクによって打消され、実験の装置の回転速度は一定に保たれる。負荷トルクに抗する駆
動モータの作用により、システム内にある運動エネルギは所望の値まで連続的に増加され
る。制動動作の開始時には、負荷発生器の負荷トルクはスイッチオフされ、または連続的
に減少される。負荷発生器と駆動モータとの相互作用により制動のために予め利用可能と
なっていた運動エネルギは、この時点では装置が空転する際のものよりも大幅に高く、こ
の運動エネルギの連続的な調整も可能である。本発明の特に有利な点は、単に負荷発生器
の負荷トルクを変化させることにより、運動エネルギの変更が調整される点、すなわち、
システムにおいて、機械的または構造上の介在物を要しない点である。このような発明性
のあるテスト方法では、ブレーキのための複雑なテストプログラムの自動実行も可能であ
る。たとえば、実際の試験走路は、多くの異なる連続制動動作を伴ってテストスタンド上
でシミュレーションされ得る。勾配またはコーナリングなどの異なる制動状況において生
じる運動エネルギは、合致する負荷発生器の負荷トルクにより、対応のシミュレーション
制動動作よりも前にあり、システム内に導入され、実際のものに対応するブレーキによる
制動の際に実現される。したがって、本発明に係る方法は、制動動作のシミュレーション
において、実際のものを非常に正確に再現し、新たに開発されたブレーキが実際の試験走
路でテストされ得るよりもずっと前に、それらのブレーキの評価を可能にする。
【０００７】
　さらに、負荷発生器の負荷トルクは、ブレーキのテストよりも前に、傾斜に対応して経
時的にコントローラにより増加されることが意図されている。負荷発生器の負荷トルクの
制御および調節は、自動的に動作するコントローラが引き受ける。この場合、ブレーキの
負荷発生器の負荷トルクは、ブレーキをテストするための所望の負荷トルクに到達するま
で、時間とともに連続的に増加される。負荷トルクは、同等であるが反対の、駆動モータ
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の駆動トルクを引き起こす。負荷トルクの経時的な増加は、さまざまな数学的な関数また
は傾斜に対応し得る。このように、増加はたとえば線形に行なわれ得るが、本発明に係る
方法は、この線形時間関数に限定されない。
【０００８】
　優れていることに、駆動モータにより利用可能となったエネルギはテストの際に変換さ
れ、負荷発生器により発生した負荷トルクはブレーキのテストの際に減少またはスイッチ
オフされることが意図されている。制動動作の開始時から、駆動モータにより利用可能と
なったエネルギはブレーキにより変換される。このエネルギは、ほとんど熱に変換される
。ブレーキによる駆動モータのエネルギの変換の開始時から、負荷発生器の負荷トルクが
減少またはオフされる。この負荷トルクの減少は、テストスタンドの一定の回転速度を保
証するために必要なトルク平衡の結果である。ブレーキの作動に伴って、駆動モータの駆
動トルクを打消す方向に働く、前には得られなかった制動モーメントが発生する。制動よ
りも前には、負荷発生器の負荷トルクは単独で駆動トルクを打消す方向に働く。したがっ
て制動トルクの追加に伴い、負荷トルクは、一定の回転速度を維持するために制動トルク
の量だけ減少されなければならない。制動トルクが制動よりも前の負荷トルクと等しい場
合、負荷発生器は完全にスイッチオフされる。トルクとエネルギとは回転速度を介して物
理的に関連するため、システム内で作用するエネルギ（駆動モータの運動エネルギ、負荷
発生器において変換されるエネルギ、ブレーキにおいて変換されるエネルギ）に関して同
等の関係（たとえば、トルクの比に関して説明された関係）が当てはまる。したがって、
駆動モータの運動エネルギと釣り合った状態を保つために、負荷発生器において変換され
たエネルギは、制動動作の開始後、ブレーキにおいて変換されたエネルギの量だけ減少さ
れる。
【０００９】
　さらに、好ましくは、ブレーキのテストの際に、ブレーキにおけるエネルギの変換に応
じて、駆動モータの回転速度と負荷発生器の負荷トルクとがコントローラにより制御され
ることが意図されている。既に述べたように、システムにおいて作用しているトルクと回
転速度とエネルギとの間には物理的関係がある。ブレーキにおいてある量のエネルギを変
換することは、ブレーキの検査において必要条件である。負荷発生器の負荷トルクならび
に駆動モータの駆動トルクおよび回転速度などのシステムにおける他の変数は、変換され
た制動エネルギとの既知の物理的関係に従って、コントローラにより自動的に制御される
。コントローラは、構成要素である負荷発生器および駆動モータに関してさまざまなセン
サの入力信号を処理し、それぞれ処理された変数とする。その結果、ブレーキにおけるエ
ネルギの変換がテストの作業の必要条件を満たす。有利なことに、駆動モータの回転速度
は、駆動モータ、負荷発生器、およびブレーキのすべての実効トルクのバランスを保つこ
とによって、ブレーキがテストされるまで一定となるように制御されることが意図されて
いる。制動開始の際に駆動モータの回転速度が一定であること、ひいては、テストブレー
キの速度が一定であることも、実際に即したシミュレーションにとって重要である。特に
、負荷発生器の作動と、作動したブレーキとの間の移行は、ここでは極めて重要である。
この移行の際に速度を一定に調節するために、コントローラは、回転速度センサおよびト
ルクセンサからの信号に戻って参照する。ここで、回転速度の非常に微細な変化がコント
ローラにより検出された場合、構成要素である負荷発生器および駆動モータへの制御信号
が即座に自動的に送信されて、作用しているトルクが影響を受け、かつ、駆動トルク、負
荷トルク、および制動トルクのバランスによりブレーキの回転速度が一定に保たれる。
【００１０】
　さらに好ましい実施形態では、ブレーキのテストの際に、テスト対象のブレーキの評価
を可能にするブレーキの挙動に関するデータがコントローラにより処理され、運転シミュ
レーションメモリにより記録されることが意図されている。コントローラは、さまざまな
センサからの入力を有する。これらは、たとえば、トルクセンサおよび／または回転速度
センサであり得る。これらのセンサにより決定された値は、コントローラにより運転シミ
ュレーションメモリ内に格納される。特に、時間値と組合されたトルク値および回転速度
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値により、テストの際にブレーキで起こる動作の正確な評価が可能になる。当然、ブレー
キのテストの際に得られる他のデータが記録されてもよい。可能な測定として、たとえば
、ブレーキの異なる点における温度、または、ブレーキもしくはそのサスペンションにお
ける機械的応力レベルがあり得る。テストデータを保存することにより、テストされたブ
レーキの評価を別の時に行なうこともでき、または、データインターフェイスを介してデ
ータを送信する場合は、別の場所で行なうこともできる。さまざまなブレーキの測定値、
または、ブレーキの開発の異なる段階の測定値を、容易に互いに電子的に比較することが
可能である。
【００１１】
　さらに本提案において有利なことに、運転シミュレーションメモリ内には少なくとも１
つの経路プロファイル情報が格納され、コントローラは、この経路プロファイル情報に基
づいて、テストの開始後のテスト段階においてブレーキに適用されるトルクおよび回転速
度の時間的推移を決定し、これらのパラメータは駆動モータに送信されることが意図され
ている。経路プロファイル情報という用語は、シミュレーションされる試験走路のすべて
の必要な特性を含むデータセットを表わす。これらは主に、行なわれる制動動作の時刻お
よび継続時間に関するデータである。この時間情報に加えて、ブレーキにより変換される
車両の運動エネルギ、および、制動時に適用される車輪回転速度に関するデータも、経路
プロファイル情報に属する。コントローラは、この経路プロファイル情報に基づいて、テ
ストスタンド上でのブレーキのテストに必要なトルクおよび回転速度の時間的推移を決定
する。ブレーキのテストの際、テストスタンド上の経路プロファイルのマッピングのため
の対応する処理された変数は、コントローラにより駆動モータおよび負荷発生器に送信さ
れ、それらの制御ループへの変換が監視される。当然、さらに異なる経路プロファイル情
報が運転シミュレーションメモリ内に格納されてもよい。この経路プロファイル情報は、
次いで、本発明に係るテスト方法の実行よりも前にコントローラにおいて選択され得る。
したがって、最も変化に富んだシミュレーション試験走路を、機械的変更せずにソフトウ
ェアにより選択および実行することが可能である。
【００１２】
　最初に述べた目的は、少なくとも１つのトルク伝達装置を介して負荷発生器に連結され
た少なくとも１つの駆動モータと、少なくとも１つのテストブレーキとを備えるブレーキ
テストスタンドによっても達成される。このブレーキテストスタンドにおいて、駆動モー
タは、テストブレーキパワーにより実現されるエネルギまたはトルクを与え、少なくとも
ブレーキのテストよりも前に、負荷発生器は、駆動モータにより供給されたエネルギ、ま
たは、駆動モータにより得られたトルクを受ける。
【００１３】
　本発明に係るブレーキテストスタンドにおいて、駆動モータはブレーキを検査するため
に必要な運動エネルギを供給する。この駆動モータは、トルク伝達装置を介してブレーキ
と動作可能な接続で連結されている。このトルク伝達装置は、最も単純な場合、シャフト
から成るが、歯車列、ベルト駆動、またはチェーン駆動などにより形成されてもよい。
【００１４】
　テスト対象のブレーキに関する上記接続に加えて、駆動モータは、別の、負荷発生器と
の動作可能な接続を有する。この負荷発生器もトルク伝達装置を介して駆動モータに接続
されている。これらのトルク伝達装置は、駆動モータをブレーキに接続するトルク伝達装
置と同一であってもよく、最も単純な場合、連続波で形成される。当然、制動トルク伝達
方向と無関係のトルク伝達装置が使用されてもよい。負荷発生器は、時間に依存したさま
ざまな負荷トルクを提供する装置である。これらの負荷トルクは、トルク伝達装置により
伝達され、次いで駆動モータの駆動トルクに抗して作用する。本発明に係るテストスタン
ドにおいて、回転フライホイールは設けられないが、除外されるわけでもない。ブレーキ
のテストの開始時に、駆動モータはブレーキを所望の回転速度で回転させ、開放ブレーキ
の抵抗モーメントに抗する分だけ作動する。すなわち、このとき負荷発生器は負荷を発生
させない。このときシステム内に存在するエネルギは低い。なぜなら、駆動モータは低い
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駆動トルクしか与える必要がなく、利用可能なフライホイールマスなどの機械的エネルギ
貯蔵が無いからである。ここで、制動動作が突然始まったとすれば、ブレーキは、システ
ム内に貯蔵された運動エネルギを急速に熱に変換し、駆動モータは素早く停止されるであ
ろう。システムにおいて、より高い運動エネルギを供給するためには、駆動モータの駆動
トルクを制動の開始時に急激に増加しなければならないであろう。このようなステップ応
答は、利用可能な技術（電気モータ、エンジン、油圧モータ、空気圧モータ…）によって
は達成できない。当該利用可能な技術においては、初めは、駆動モータが再調整によって
より高い駆動トルクを与えるまで、制動開始時にテスト組立品の回転速度の降下が引き起
こされるであろう。この回転速度の降下はシミュレーションにおいて望ましくない。なぜ
なら、それは実際には起こらないからである。したがって、本発明に係るブレーキテスト
スタンドでは負荷発生器が設けられる。負荷発生器により、制動開始よりも前に、駆動モ
ータがシミュレーション制動のために必要な運動エネルギを供給することが確実になる。
負荷発生器の負荷トルクは、制動よりも前に連続的に増加される。駆動モータの駆動トル
クは同程度まで増加され、テストスタンドの回転速度が一定に保たれる。負荷トルクは、
所望の運動エネルギがシステム内で利用可能になるまで増加される。言い換えると、シス
テム内に貯蔵された機械的エネルギが増加されるように、「負荷発生器は駆動モータにバ
イアスをかける」。負荷発生器の働きの特に有利な点は、システム内のエネルギが連続的
に調整可能であることである。制動の開始時に、負荷発生器がスイッチオフされ、または
、負荷発生器により発生した負荷トルクが連続的に減少する。次いで、貯蔵された運動エ
ネルギがブレーキにより熱に変換される。負荷発生器は、たとえば、渦電流ブレーキによ
り形成され得る。かけられる制動力が高いほど、負荷発生器の負荷トルクが高くなる。こ
のように設計された本発明に係るテストスタンドでは、有利なことに、負荷発生器の制動
電流の異なる時間的調節により、ブレーキを検査する際に、異なる運転状況のシミュレー
ション毎に異なる運動エネルギを容易に得ることができる。回転速度の変更、または、フ
ライホイールマスの機械的な係合動作もしくは変更動作さえも、全く不要である。したが
って、このような本発明に係るブレーキテストスタンドは、ブレーキのための複雑なテス
トプログラムの自動実行も可能にする。たとえば、多くの連続する制動動作を伴う実際の
試験走路が、テストスタンド上でシミュレーションされ得る。勾配またはコーナリングな
どの異なる制動状況で生じる運動エネルギは、合致する負荷発生器の負荷トルクにより、
対応のシミュレーション制動動作よりも前に簡単に規定され、システム内に導入され、実
際に即したブレーキの制動の際に実現される。したがって、本発明に係るブレーキテスト
スタンドは、制動動作のシミュレーションにおいて、さまざまな状況の実物の非常に正確
な複製を提供し、新たに開発されたブレーキが実際の試験走路でテストされ得るよりも遥
かに前に、それらのブレーキの評価を可能にする。
【００１５】
　さらに、好ましくは、テストは、少なくとも１つのトルクセンサの信号に関する少なく
とも１つの入力を有するとともに、負荷発生器、駆動モータ、および／またはテスト対象
のブレーキを駆動するための出力を有するコントローラを含むことが意図されている。本
実施形態では、電子コントローラは、本発明に係るブレーキテストスタンドの自動動作の
ための中央支配部である。この目的のために、コントローラは複数のセンサ入力を有し、
当該複数のセンサ入力を介して、テストスタンドの現在の状態に関する情報が決定される
。ブレーキテストスタンドの自動動作を制御するために必須の入力変数は、負荷発生器と
駆動モータとの間にかけられたトルク、および、駆動モータとブレーキとの間のトルクで
ある。この入力情報のために必要なトルクセンサに加えて、当然、コントローラへの入力
としてさらなる追加のセンサを接続することが可能である。このようなセンサは、たとえ
ば、回転速度センサ、温度センサ、または圧力センサであり得る。これらの入力に加えて
、コントローラはさまざまな出力も有する。負荷発生器、駆動モータ、およびテスト対象
のブレーキの動作は、これらの出力を介して制御される。これらの出力は、駆動モータの
回転速度およびトルクなどのさまざまな物理変数に影響し得る。
【００１６】
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　優れていることに、駆動モータは、少なくとも１つの直流電気モータ、少なくとも１つ
の交流電気モータ、少なくとも１つの内燃機関、少なくとも１つの油圧モータ、または少
なくとも１つの空気圧モータにより形成されることが意図されている。本発明に係るブレ
ーキテストスタンドは、主に、異なる駆動コンセプトのエンジンにより駆動され得る。電
気モータは、制御および調節に関して大きな利点を提供する。ＤＣモータ、ＡＣモータ、
同期モータ、または誘導モータなどのさまざまな種類の電気モータが使用され得る。さら
に、ブレーキテストスタンドを駆動するために、本発明に従って、たとえば内燃機関、油
圧モータ、または空気圧モータなどの他の駆動コンセプトのモータが使用され得る。
【００１７】
　有利な実施形態では、駆動モータが複数の部分的駆動モータから形成され、これらの部
分的駆動モータのトルクが合計でテスト対象のブレーキに作用することが意図されている
。テストスタンドを用いてシミュレーションされる運動エネルギの大きさに関して融通性
をさらに増すために、駆動モータは複数の部分的駆動モータで構成されてもよい。これら
の部分的駆動モータは、それらの駆動トルクが合計でテスト対象のブレーキに作用するよ
うに相互接続される。比較的小さな運動エネルギをシミュレーションするために比較的小
さな駆動トルクが必要である場合、たとえば、１つの部分的駆動モータのみを動作させる
ことが可能である。他の部分的駆動モータは解放されるか、または空転する。次いで、よ
り大きなトルクが必要となった場合、追加の部分的駆動モータがスイッチオンされ、その
結果、動作するすべての部分的駆動モータの作用するトルクが追加される。この設計の利
点は、小型の構成、および、部分的駆動モータの冗長性である。その結果、ある部分的駆
動モータの故障の場合、テストスタンドは、他の部分的駆動モータにより動作を継続する
ことができる。
【００１８】
　優れていることに、負荷発生器は、少なくとも１つの渦電流ブレーキまたは少なくとも
１つの発電機から成ることが意図されている。本発明によれば、駆動モータの駆動トルク
に抗して作用する可変抵抗モーメントの設定を可能にする負荷発生器が概して設けられる
。原理上、さまざまなコンセプトの装置または発電機が好適である。電動機構を備える装
置が特に有利であることが分かっている。なぜなら、これらは電子的に非常に単純であり
、自動的に制御されるからである。テストスタンドの動作の際に、負荷発生器は非常に頻
繁に、かつ、長い耐用年数にわたって使用されるため、耐摩耗コンセプトまたは損耗のな
いコンセプトが特に推奨される。したがって、渦電流ブレーキが非常に良い解決策を示す
。なぜなら、渦電流ブレーキは機械的に非接触で動作するからである。このコンセプトに
おいて、負荷発生器の負荷トルクは、渦電流ブレーキ内に導入される制動電流に依存する
。負荷トルクの発生のために機械的に損耗する部品は無い。さらに、さまざまなコンセプ
トの発電機が負荷発生器として有用である。これらの発電機の負荷トルクは、電動モード
に依存する。しかしながら、本発明は電動装置に限定されない。単純な機械的ディスクブ
レーキなどの他のコンセプトも、負荷発生器として使用され得る。さらに、好ましくは、
負荷発生器が複数の部分的負荷発生器から形成され、これらの部分的負荷発生器の負荷ト
ルクが合計で駆動モータに作用することが意図されている。本実施形態では、負荷発生器
は複数の部品で構成され、コンセプトは、駆動モータの一実施形態で上述したものと同様
である。ここでは、互いに連結された複数の負荷発生器があり、その結果、それらの負荷
トルクが一緒に、すなわち合計で、駆動モータに作用するようになっている。より小さな
負荷トルクの生成のためには、より少ない数の部分的負荷発生器の作動で十分である一方
、より大きな負荷トルクのためには、追加の部分的負荷発生器がスイッチオンされる。異
なる技術的コンセプトの部分的負荷発生器を互いに組合せることも可能である。たとえば
、渦電流ブレーキを発電機と組合せてもよい。負荷発生器の複数部品構造の利点は、与え
られる負荷トルクに関して融通性が増すことである。さらに、部分的負荷発生器間に冗長
性があるため、ブレーキテストスタンドの動作の安全性が増す。
【００１９】
　さらに、コントローラは運転シミュレーションメモリを含み、運転シミュレーションメ
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モリからの運転データ、負荷発生器の負荷トルクまたは消費電力、および駆動モータの回
転速度に基づいてコントローラを制御することが企図される。この運転シミュレーション
メモリは、ブレーキを検査するための記録を提供するように機能する。これらの記録は、
ブレーキのテストを行なうための明細事項を含む。たとえば、停止の回数、ブレーキをか
けるタイミング、制動の継続時間、嵌められている際の回転車輪速度、および、制動時の
車両の運動エネルギなどである。次いで、運転シミュレーションメモリ内に格納されたブ
レーキテストに関するこれらの明細事項は、処理された変数の形で、コントローラから、
テストスタンドの作動している構成要素、すなわち負荷発生器および駆動モータへ送信さ
れる。本実施形態では、コントローラが、テストスタンドのこれらの作動している構成要
素を自動的に調節することが意図されている。
【００２０】
　有利な実施形態では、コントローラに接続された回転速度センサが、テスト対象のブレ
ーキに、または、駆動モータとテスト対象のブレーキとの間でトルクを伝達するトルク伝
達装置に搭載されることが意図されている。この回転速度センサにより、コントローラへ
の入力として、回転速度の実際の値と予め定められた所望の値との比較が可能になる。こ
れらの２つの値の間にずれが生じた場合、コントローラは、ずれを再び取除くようにシス
テムに作用する。
【００２１】
　本提案の好ましい実施形態では、運転シミュレーションメモリは、データをインポート
およびエクスポートするためのデータインターフェイスを有することが意図されている。
ブレーキテストを行なった後、このようなデータインターフェイスを介して、決定された
テストデータをエクスポートすること、および、他の場所で当該データを評価または処理
することが可能である。したがって、たとえば、大量のテストデータを直接顧客に送信す
ることが可能である。さらに、ブレーキのテストに関する明細事項を運転シミュレーショ
ンメモリ内にインポートすることも可能である。したがって、たとえば、経路プロファイ
ル情報が異なる場所で入手または生成され、次いで、インポートにより、本発明に係るブ
レーキテストスタンド上でシミュレーションされることが可能になる。これにより、さま
ざまなテストプログラムに関して大幅に融通性が増し、さまざまなテストプログラムは、
このような方法で素早く選択または置換可能である。
【００２２】
　さらに、好ましくは、テストスタンドが、テストの際にテスト対象のブレーキが収容さ
れる気候室も含むことが意図されている。テスト対象のブレーキをオプションの気候室に
収容することにより、追加のテストパラメータのシミュレーションが可能になる。ブレー
キをテストする際に、気候室によって具体的に調整された温度値および湿度値により、異
なる気候条件をシミュレーションすることが可能である。当然、これらの気候条件は、中
央コントローラにより自動的に作用され、および変更されてもよく、さらに、実際の気候
データが他のテストデータと共に経時的に運転シミュレーションメモリ内に記録されても
よい。このデータに基づいて、ブレーキの挙動に対する気候条件の影響が非常に明確に分
かる。
【００２３】
　有利なことに、気候室が、テスト対象のブレーキに噴霧する噴霧器ヘッドを有すること
が意図されている。このような噴霧器ヘッドの助けにより、テスト対象のブレーキを、た
とえばテストの際に湿らすことが可能である。このような方法で、雨または湿気の中での
テスト運転をシミュレーションすることが可能である。ただし、噴霧器ヘッドは液体に限
定されない。ブレーキ上に粉末または気体をかけることも可能である。このことは、ほこ
りまたは腐食性ガスにさらすシミュレーションを可能にするため、複雑な環境およびブレ
ーキの動作条件の実際に即したシミュレーションに寄与する。ブレーキテストスタンドの
中央制御は、噴霧器ヘッドの動作パラメータも利用し、それらを運転シミュレーションメ
モリ内に記録する。当然、経路プロファイル情報におけるデータの形で、噴霧器ヘッドの
動作に関する設定値を定めることも可能である。これにより、ほこりまたはガスの付加に
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関する明細事項が実際のブレーキテストよりも前に決定され、その後、テストスタンド上
で自動実行されるテストプログラムで実現され得るという利点が提供される。
【００２４】
　これに関連して、上記装置に関して記載されたすべての特徴および特性は、手続きにも
同様に準用され、かつ、本発明に係る方法の記述に関しても適用可能であり、かつ、本発
明に従って使用可能であり、かつ、開示されたものとしてもみなされ得るということに留
意されたい。同じことが逆方向にも当てはまる。すなわち、上述の方法にのみ関する特徴
にも当てはまる。これは、上記方法に関して述べられた構造的装置特徴も、装置の請求項
の一部として考慮および請求され得て、かつ、開示にも含まれ得るということを意味する
。
【００２５】
　さらに、本発明に係る方法を実施するという目的のために、本発明は、本発明に係るブ
レーキテストスタンドの使用も含む。
【００２６】
　特に、本発明の例示的な実施形態を概略的に図面に示す。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明に係るブレーキテストスタンドを概略的に示す図である。
【図２】本発明の方法に係る、時間軸に対するトルクを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図において、同一または対応の各要素は同じ参照番号で特定し、適当でない場合は繰返
し説明しない。よって、明細書全体に含まれる開示は、同じ参照番号または同じ構成要素
名を有する同じ部分に適用され得る。また、説明の目的で選択された位置、たとえば、上
、下、横などは、具体的に説明および図示される図面に関するものであり、位置が変更さ
れる場合には、適切に新たな位置に移されることになる。さらに、図示および記述される
さまざまな実施形態の個々の特徴または特徴の組合せは、それ自体独立した、または発明
性のある解決策、すなわち本発明に係る解決策を表わし得る。
【００２９】
　図１は、本発明に係るブレーキテストスタンドを概略的に示す。試験品４はトルク伝達
装置２を介して駆動モータ１に接続される。図１では、トルク伝達装置２はシャフトによ
り形成される。当然、トルクは、ギア駆動、ベルト駆動、またはチェーン駆動などの他の
伝動装置により伝達されてもよい。負荷発生器３は駆動モータ１の他方側に示され、トル
ク伝達装置２を介して駆動モータに連結される。駆動モータと試験品との動作可能な接続
に関して既に説明したように、負荷発生器と駆動モータとの間のトルク伝達装置はさまざ
まな方法で設計され得る。
【００３０】
　コントローラ５は、当該コントローラへの入力を構成する、センサ６、７、１９への接
続線を有する。トルクセンサ６は、駆動モータ１と負荷発生器３との間に配置されて、発
生した負荷発生器３の負荷トルクを測定するものである。トルクセンサ６は、リンク１５
を介してコントローラ５に接続される。接続線１７は、トルクセンサ７および回転速度セ
ンサ１９をコントローラ５に接続する。トルクセンサ７および回転速度センサ１９は駆動
モータ１と試験品４との間に位置し、ブレーキ４の制動トルクまたはブレーキ４の回転速
度を測定する。さらに、コントローラは複数の出力を有する。すなわち、接続線１４によ
り負荷発生器３の制御が可能になり、駆動モータ１は線１６により駆動され、テスト対象
のブレーキは制御線１１を介してコントローラ５に接続される。
【００３１】
　さらに、コントローラ５は運転シミュレーションメモリ１０へのデータ接続を有する。
この運転シミュレーションメモリ１０は、ブレーキ４のテストの際、センサ６、７、１９
からの入力データと、構成要素である負荷発生器３、駆動モータ３、およびブレーキ４に
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対するコントローラの処理された変数とを記録する。当該データの記録は、タイムスタン
プと組合せて行なわれる。このような方法で格納されたデータは、テストされたブレーキ
の再現可能な評価のために、後に使用され得る。運転シミュレーションメモリ１０は、デ
ータをインポートおよびエクスポートするためのデータインターフェイス１８を有する。
テストデータおよび測定値をエクスポートすることに加えて、データをインポートするこ
とも当然可能である。したがって、たとえば競走路における実際のテスト運転に基づく経
路プロファイルは、運転シミュレーションメモリ１０内にロードされ得る。これらの経路
プロファイルは、たとえば、必要運動エネルギと、ブレーキがかけられる時点または期間
と、の値の対を含み得る。したがって、テスト運転のシミュレーションをブレーキテスト
スタンド上で極めて実際に即して行うことが可能である。データインターフェイス１８に
より、シミュレーションするさまざまな運転距離および運転状況の間でテストを素早く移
行させることが可能になる。
【００３２】
　図１では、右側にオプションの気候室８が示されるが、気候室８は、本発明に係るブレ
ーキテストスタンドにおいて必ずしも必須ではない。図示の場合では、テスト対象のブレ
ーキ４は、この気候室８内にある。したがって、テストの際、シミュレーションのために
望ましい気候条件を提供することが可能である。気候室内の温度と湿度とを個別に調整す
ること、および、テストの際に変更することも可能である。気候室８はデータ接続１３を
介してコントローラに接続される。このように、気候室、およびテストスタンドの他の構
成要素は、コントローラ５により集中的に自動制御可能である。当然、気候データを他の
テストデータと一緒に、データインターフェイス１８および運転シミュレーションメモリ
１０を介してインポートまたはエクスポートすること、および、気候データを経路プロフ
ァイルと併せて使用することも可能である。
【００３３】
　図１では、気候室８内に噴霧器ヘッド９が搭載されている。たとえば濡れた道路をシミ
ュレーションするために、テストの際、ブレーキ４に水を噴霧することが可能である。た
だし、噴霧器ヘッド９は液体に限定されない。たとえばほこりをかぶった、または損傷を
受けた環境条件をシミュレーションするために、粉末または気体をブレーキに対して案内
し、それらを堆積させることも可能である。噴霧器ヘッド９はデータ線１２を介してコン
トローラ５に接続される。その結果、シミュレーションにおける自動制御のすべての機能
および経路プロファイルへの統合のすべての機能が、噴霧器ヘッド９にも使用可能である
。
【００３４】
　図２は、トルク（Ｍ）の大きさが時間軸（ｔ）に沿って表わされた図を示す。図２は、
本発明に係るブレーキのテスト処理のタイミングを示す。トルクは上に向かってプロット
され、設備の最大トルクに対するパーセンテージとして与えられる。水平に延在する時間
軸には、相対時間間隔の表示が付される。異なるシミュレーションおよびテストにおいて
、異なる処理ステップの期間では、当然、互いに対する比率も異なり得る。図２の最初の
時間ステップ１において、テストは行なわれていない。駆動モータは、テスト対象のブレ
ーキを、シミュレーションプログラムにより定められた回転速度で回転させる。駆動モー
タは、開放ブレーキの抵抗の非常に低いモーメントに抗する分だけ動作する。したがって
、駆動モータは、回転速度を維持するために、非常に低いトルクしか必要としない。垂直
の鎖線２１により表わされる制動の開始が、図２の理解にとって非常に重要である。この
ように、制動は、当該時間ステップ１３において開始される。制動の開始時に十分な駆動
モータの駆動トルクが得られるようにするために、負荷発生器の制動の開始よりも前に、
本発明に従って負荷発生器がスイッチオンされる。これは、図２において時間ステップ１
０で既に行なわれる。負荷発生器の負荷トルクは、次いで連続的に増加される。これは、
チャート上の傾斜２０によって表わされる。負荷発生器をスイッチオンするタイミング、
および、時間とともに負荷トルクを増加させるための傾斜２０の勾配は、制動２１の開始
時に所望の負荷トルクが得られるように選択される。制動２１の開始の少し前に、テスト
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エネルギに対応する。
【００３５】
　２つの物理量である運動エネルギとトルクまたは負荷トルクとは、回転速度を介して互
いに関連する。テストスタンド上でシミュレーションする状況の量である車輪速度および
運動エネルギは既知である。テストスタンド上でテストする際、まず、試験品の回転速度
が本明細書に従って設定される。次いで、負荷発生器の負荷トルクは、システムにおいて
所望の運動エネルギが生じるまで、制動２１の開始まで増加される。この運動エネルギは
、回転速度および負荷トルクまたは同程度の大きさの駆動トルクの生成の結果である。し
たがって、運動エネルギとトルクとの２つの量または定義は物理的に関連しており、説明
または記述は同じ意味で用いられる。
【００３６】
　図２では、実際の制動動作の時間範囲を矢印２３を用いて示す。破線２２は、テストの
際の制動トルクの起こり得る推移を示す。この制動トルクの時間的推移は、ここではシミ
ュレーションする運転状況に応じて示されるため、ほんの一例にすぎない。シミュレーシ
ョンする運転状況によっては、制動が終了し、作用しているすべてのトルクはほぼゼロま
で減少され得る（時間ステップ１のシステムの状態に再び対応する）。または、第１の制
動の直後に、別の回転速度または運動エネルギを有し得る別の制動が起こり得る。負荷発
生器の助けにより、次の制動よりも前に、必要な運動エネルギがシステム内に再び導入さ
れる。したがって、本発明に係る方法は、多種多様なシミュレーションプロジェクトに適
応可能である。
【００３７】
　本願とともに今回提出される特許請求の範囲、および後に提出される特許請求の範囲は
、他の権利に影響を及ぼすことなく、より広い保護を得るべきものである。
【００３８】
　より詳細な調査、特に、関連する先行技術の詳細な調査により、本発明の対象の何らか
の特徴が好都合ではあるが決定的に重要ではないことが判明した場合、特に主請求項がも
はやそのような特徴を有さなくなるということを、今回既に明確に記述する。また、その
ようなサブコンビネーションは、本願の開示内容によってカバーされる。
【００３９】
　さらに、さまざまな実施形態で説明され、図示された本発明の設計および変形は、所望
通りに組合せられ得ることに留意すべきである。ここでは、１つまたは複数の特徴が任意
に置換され得る。これらの特徴の組合せも、暗示的に開示されている。
【００４０】
　従属請求項で与えられる説明は、それぞれの従属請求項の特徴によって主請求項の主題
をさらに展開したものに関する。しかしながら、これらは、関係する従属請求項の特徴の
独立した客観的な保護への権利の放棄であると解釈されるべきではない。
【００４１】
　明細書のみに開示された特徴、または、複数の特徴を含む請求項における１つの特性で
あっても（たとえそのような特徴が他の特徴との関連で言及されたものであったとしても
、または、そのような特徴が他の特徴との関連で特に好都合な結果を達成するとしても）
、従来技術との区別のために本発明に必須のものとして、いかなる時でも１つまたは複数
の独立請求項に組込まれ得る。
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